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芦屋市条例第  号 

 

 

   芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 

（芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年芦屋市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（通勤手当） （通勤手当） 

第１３条の３ 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 第１３条の３ 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの

（以下この条において「自動車等」という。）を使用するこ

とを常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤するこ

とが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使

用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が

片道２キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を

除く。） 

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの

（以下この条において「自転車等」という。）を使用するこ

とを常例とする職員（自転車等を使用しなければ通勤するこ

とが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使

用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が

片道２キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を

除く。） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、か

つ、自動車等を使用することを常例とする職員（交通機関等

を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、か

つ、自転車等を使用することを常例とする職員（交通機関等

を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著
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改正後 改正前 

しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用

せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するも

のとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるも

のを除く。） 

しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用

せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するも

のとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるも

のを除く。） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定める額（定年前再任用短時間勤務職員のうち、１月当

たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その

額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた

額）とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定める額（定年前再任用短時間勤務職員のうち、１月当

たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その

額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた

額）とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定

めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に

要する運賃等の額に相当する額（以下第４項において「運賃

等相当額」という。） 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間（通勤手当の支

給の単位となる期間として６月を超えない範囲内で１月を

単位として規則で定める期間をいう。以下この項において

同じ。）につき、規則で定めるところにより算出した当該

職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する

額（以下この号において「運賃等相当額」という。）。た

だし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額

（以下この号及び第３号において「１月当たりの運賃等相

当額」という。）が５５，０００円を超えるときは、支給

単位期間につき、５５，０００円に支給単位期間の月数を

乗じて得た額（当該職員が２以上の交通機関等を利用する

ものとして当該運賃等の額を算出する場合において、１月

当たりの運賃等相当額の合計額が５５，０００円を超える

ときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最

も長い支給単位期間につき、５５，０００円に当該支給単

位期間の月数を乗じて得た額） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、５５，０

００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じ

て規則で定める額。ただし、同乗又は便乗により通勤するこ

とを常例とする職員にあつては、規則で定める額に１００分

(2) 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、自転車等

の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が

片道２キロメートル以上５キロメートル未満である職員にあ

つては２，０００円、使用距離が片道５キロメートル以上１
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改正後 改正前 

の５０を乗じて得た額 ０キロメートル未満である職員にあつては４，２００円、使

用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満で

ある職員にあつては７，３００円、使用距離が片道１５キロ

メートル以上２０キロメートル未満である職員にあつては１

０，４００円、使用距離が片道２０キロメートル以上２５キ

ロメートル未満である職員にあつては１３，５００円、使用

距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満であ

る職員にあつては１６，６００円、使用距離が片道３０キロ

メートル以上３５キロメートル未満である職員にあつては１

９，７００円、使用距離が片道３５キロメートル以上４０キ

ロメートル未満である職員にあつては２２，８００円、使用

距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満であ

る職員にあつては２５，９００円、使用距離が片道４５キロ

メートル以上５０キロメートル未満である職員にあつては２

９，１００円、使用距離が片道５０キロメートル以上５５キ

ロメートル未満である職員にあつては３２，３００円、使用

距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満であ

る職員にあつては３５，５００円、使用距離が片道６０キロ

メートル以上である職員にあつては３８，７００円。ただ

し、この場合において、同乗若しくは便乗により通勤するこ

とを常例とする職員にあつては、この額に１００分の５０を

乗じて得た額 

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、

自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合

の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等

の事情を考慮して別に規則で定める区分に応じ、前２号に定

める額、第１号に定める額又は前号に定める額 

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、

自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合

の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等

の事情を考慮して別に規則で定める区分に応じ、前２号に定

める額（１月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合

計額が５５，０００円を超えるときは、当該職員の通勤手当

に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５
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改正後 改正前 

５，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）、

第１号に定める額又は前号に定める額 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車の

ための施設（その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満

たすものに限る。第１号及び第５項において「駐車場等」とい

う。）を利用し、その料金を負担することを常例とするものの

通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，００

０円を超えない範囲内で１月当たりの駐車場等の料金に相当

する額として規則で定める額 

 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による

額 

 

４ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交

通機関等が２以上ある場合においては、その合計額）、第２項

第２号に定める額及び前項第１号に定める額の合計額が５５，

０００円を超える職員の通勤手当の額は、前２項の規定にかか

わらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長

い支給単位期間につき、５５，０００円に当該支給単位期間の

月数を乗じて得た額とする。 

 

５ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単

位となる期間として６月を超えない範囲内で１月を単位として

規則で定める期間（自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあ

っては、１月）をいう。 

 

 

（芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第２条 芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和３４年芦屋市条例第１６号）の一部を次のように改

正する。 
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次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（通勤手当） （通勤手当） 

第５条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 第５条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、か

つ、自動車等を使用することを常例とする職員（交通機関等

を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著

しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用

せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するも

のとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるも

のを除く。） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、か

つ、自転車等を使用することを常例とする職員（交通機関等

を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著

しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用

せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するも

のとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるも

のを除く。） 

 

（芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第３条 芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成２１年芦屋市条例第１７号）の一部を次のように改

正する。 

 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
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改正後 改正前 

（通勤手当） （通勤手当） 

第８条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 第８条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、か

つ、自動車等を使用することを常例とする職員（交通機関等

を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著

しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用

せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するも

のとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるも

のを除く。） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、か

つ、自転車等を使用することを常例とする職員（交通機関等

を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著

しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用

せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するも

のとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるも

のを除く。） 

 

附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 
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参 照 

 

 

芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

人事院勧告に準じ、自動車の駐車場等を利用する職員に支給する駐車場等に係る

通勤手当を新設する等のため、この条例を制定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第１条関係） 

ア 通勤のために自動車等を使用することを常例とする職員の通勤手当の額は、

支給単位期間につき、５５，０００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離

の区分に応じ規則で定める額とする。（第１３条の３） 

   ※ 規則で定める額（改正前の取扱いと同様） 

使用距離 通勤手当の額 

片道２キロメートル以上５キロメートル未満  ２，０００円 

片道５キロメートル以上１０キロメートル未満 ４，２００円 

片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満 ７，３００円 

片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満 １０，４００円 

片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満 １３，５００円 

片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満 １６，６００円 

片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満 １９，７００円 

片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満 ２２，８００円 

片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満 ２５，９００円 

片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満 ２９，１００円 

片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満 ３２，３００円 

片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満 ３５，５００円 

片道６０キロメートル以上 ３８，７００円 
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イ 自動車等使用者が通勤の際に自らの負担により駐車場等（規則で定める要件

（※）を満たすものに限る。）を利用する場合に、１か月あたり５，０００円

を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を支給する。 

   ※ 規則で定める要件 

・勤務部署及び勤務部署の周辺又は通勤経路上にある交通機関の駅、停留

所等の周辺にある施設であること。 

・自転車を駐車するために使用する施設でないこと。 

・その利用について職員の配偶者又は扶養親族（配偶者が職員の場合は配

偶者の扶養親族も含む。）に料金を支払うこととなる施設等でないこと。 

 

ウ その他規定の整理 

 

(2) 芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例及び芦屋市病院企業職

員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正（第２条及び第３条関係） 

自転車等を自動車等に改める。 

 

３  施行期日 

公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 
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